
 自立支援医療（育成医療）の申請について  

  

●自立支援医療（育成医療）とは 

  児童福祉法第４条２項に規定する障害児（障害に係る医療を行わないときは将来障害を残すと認められる疾

患がある児童を含む。）で、身体障害を除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる児に対

して、生活能力を得るために必要な自立支援医療の支給を行うものです。 

 

●対象児について 

 （１）保護者の住民票が久留米市内にあり、１８歳未満の児童であること（治療開始日時点で判断） 

 （２）指定自立支援医療機関（育成医療）での治療であること 

 （３）身体上の障害があり、そのまま放置すると将来一定の障害を残すと認められ、治療によって確実な治療

効果が期待できる児 

 

●自立支援医療（育成医療）での自己負担金について 

  自立支援医療での、自己負担金は、医療費総額の「原則１割負担」になります。ただし、世帯＊１の市町村民

税（所得割）の課税額や収入額等に応じて、月当たりの負担額の上限を設定します。 

 ※「重度かつ継続」＊2に該当する児は、さらに負担額の上限が軽減される場合があります。 

  ＊1「世帯」について 

    自立支援医療の世帯の範囲は、医療保険単位となっています。 

   （住民基本台帳上、同一世帯でも異なる医療保険に加入している場合は、別の「世帯」となります。 

    逆に、住民基本台帳上、別世帯でも同一の医療保険に加入している場合は、同一の「世帯」となります。） 
＊2「重度かつ継続」の対象範囲 

     ① じん臓機能、小腸機能、心臓機能障害（心臓移植後の抗免疫療法に限る）、肝臓の機能障害（肝臓移植
後の抗免疫療法に限る）の治療を行う場合 

     ② 申請月の前月から過去１２ヶ月間において、申請者の属する医療保険の世帯が高額療養費の支給を受け
た月が３回以上ある場合 

 

●月当たりの負担上限額に該当する方の負担額 

生活保護法における被保護世帯 生保 0 円 

市町村民税 

非課税世帯 
保護者の収入が 809,000 円以下 低１ 2,500 円 

保護者の収入が 809,000 円を越える 低２ 5,000 円 

市町村民税 

課税世帯 

市町村民税（所得割）が３万３千円未満 中間

１ 

（※） 5,000 円 

（重度かつ継続の場合） 5,000 円 

市町村民税（所得割）が３万３千円以上２３万５千円未満 中間

２ 

（※）10,000 円 

（重度かつ継続の場合） 10,000 円 

市町村民税（所得割）が２３万５千円以上 一定 

以上 

対象外 

（重度かつ継続の場合） （※）20,000 円 

（※）は、経過的特例措置となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  お問い合わせ・申請先： 子ども未来部こども子育てサポートセンター ℡.０９４２－３０－９７３１ 

一定所得以下 一定所得
以上

「生保」 「低1」 「低2」 「中間1」 「中間2」 「一定以上」

負担上限額
5,000円

負担上限額
10,000円

公費負担の対象外
（医療保険の負担
割合・負担限度額）

負担上限額
5,000円

負担上限額
10,000円

負担上限額
20,000円

中間的な所得

0円
負担上限額
2,500円

負担上限額
5,000円

育成医療の経過措置

重 度 か つ 継 続



 

●申請の方法   

 以下の①～⑧のうち必要な書類を、久留米市こども子育てサポートセンターへ提出してください。 

提出書類 取得の方法など 

① 自立支援医療（育成医療）支給認

定申請書 

申請者が記入してください 

※「受診を希望する指定医療機関」には、育成医療で受診する全ての指定医

療機関及び薬局、訪問看護事業者等の名称・所在地を正確にご記入ください。 

② 受診者及び受診者と同じ医療保険

に加入している人の各種医療保険

資格確認書 

コピーはＡ４サイズ。（白黒で構いません） 

受診者の保険の種類 提出が必要な医療保険証の写し 

国民健康保険 

国民健康保険組合 
加入者全員 

社会保険 受診者本人と被保険者 

 
●マイナポータル画面での確認、またはマイナンバー及び加入保険の種

類がわかり、情報提供ネットワークシステムにて各種医療保険の加入関

係情報を確認することに同意いただける方は、不要です。 

③ 自立支援医療（育成医療）意見書 
指定自立支援医療機関で記入してもらってください。 

※自立支援医療の治療認定を受けている医療機関の指定医が記入したもの 

④ 同じ医療保険に加入している人の

所得（非）課税証明書 

（令和７年中の所得） 

 

 

 

患者の保険の種類 所得を確認する対象者 

国民健康保険 

国民健康保険組合 
加入者全員 

社会保険 被保険者（※被保険者が非課税の場合

は、被保険者以外の保護者も対象） 

 

●税申告（確定申告または年末調整）済みで、マイナンバーの確認がで

き、久留米市が税照会をすることに同意いただける方は、証明書の提

出は不要です。 

●税申告をしていない方は、令和７年の所得を申告し、証明書を取得してく

ださい。 

※ ほとんどの市町村では、令和８年６月以降に令和７年中の「市町村民税

課税・非課税証明書」を発行することができます。該当する市町村にお

尋ねください。 

※ 未成年の方でも、所得がある場合は提出が必要です。 

⑤ マイナンバーを確認するための 

書類(受診者及び受診者と同じ医

療保険加入者) 

マイナンバーカードもしくは、個人番号通知カード 

※番号確認書類を紛失された方は、窓口でその旨申し出ください。 

⑥ 申請者本人確認書類 

(窓口に来られる方) 
マイナンバーカード、運転免許証など 

⑦ 障害基礎年金その他の給付に関す

る書類 

※該当者のみ 

同一の医療保険に加入している「世帯」＊2で、市町村民税非課税

世帯で、保護者に「障害年金」または「遺族年金等」の給付があ

る場合は、金額が分かる年金証書または振込通知書または振込ま

れている預金通帳の写し。 

⑧ 生活保護受給証明書 

※該当者のみ 

生活保護受給者のみ 

※⑧がある場合は、②⑤は提出不要です。 

  

 ※必要書類が揃っていない場合は、受け付けすることができません。 

 ※児童が入院又は通院治療を行う前に関係書類を添付し、申請書を提出してください。 


